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令和 3年度 第２回   定 期 モ ニ タ リ ン グ 評 価 表 

施設名 枚方市総合文化芸術センター 所管部署 観光にぎわい部 文化生涯学習課 

この定期モニタリングでは、以下の表の項目ごとに確認を行いました。 

定期モニタリングでの確認項目 

業務の履行状況 事業・業務等が適正に実施されているか否かについて、実施状況・実施体制を確認します。 

 
市民ニーズの把握・対応

状況 
アンケート調査の実施により、市民（利用者）のニーズを把握し、その結果を踏まえて改善を行います。 

 

経済性 料金収入や委託料等の収支状況について、当初の収支計画と乖離がないか、適正な内容となっているかについて確認します。 

サービス水準 指定管理者によるサービス水準が適切なものとなっているかについて確認します。 

 リスクマネジメント 緊急事態発生時や機器・設備故障時等における対応状況や、対応体制・対応方法について確認します。 

 その他 ― 

業務の継続性・安定性 指定管理者の財務状況が継続的、安定的にサービスを提供できる状態にあるかについて確認します。 

 

 

施設の概要等 

所在地 枚方市 

主な業務内容 

①文化芸術事業に関する業務(自主事業、共催事業) 

②施設の貸出に関する業務(使用許可に係る業務、舞台管理業務) 

③施設の管理運営に関する業務(建物・設備の維持管理、外構・植

栽の維持管理、備品の維持管理、清掃及び衛生管理、保安警備、

駐車場・駐車場管理、カフェ等運営、総務経理、チケット販売、トレー

ニング講習会の開催、その他必要な管理運営) 

設置目的 

多彩な文化芸術の鑑賞、創造及び普及活動並

びに文化芸術の振興を支える人材の育成を推

進し、本市の文化芸術の振興を図るとともに、

人々の交流の促進や都市の魅力向上に寄与す

る拠点とするため、枚方市総合文化芸術セン

ター(以下「センター」という。)を設置する。 

指定管理期間 令和３年 4月 1日～令和 7年 3月 31日 

指定管理者 

名 称 

(JVの場合はグループ名) 
アートシティひらかた共同事業体 

代表団体 

（JVの場合） 
サントリーパブリシティサービス株式会社 

所在地 

(JVの場合は代表団体の所在地) 

東京都江東区豊洲 3 丁目 2 番 24 号豊洲

フォレシア 16階 

構成団体 

（JVの場合） 
京阪ビルテクノサービス株式会社、株式会社大阪共立 
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⑴ 選定時の基準（確認事項）・事業計画の内容（目標）に関する事項 

以下の表の評価基準により評価を行いました。 

評 価 基 準 

５ 計画以上に独自の新たなサービスを提供し、特に良好な管理運営を行っている。 

４ 計画以上の良好な管理運営を行っている。 

３ 計画どおりの適正な管理運営を行っている。 

２ 一部改善は必要であるが、概ね適切な管理運営を行っている。 

１ 一部不適切な管理運営が行われている。 

 

評価項目 所管部署による評価結果 

選定時の基準（確認事項）・事業計画の内容（目標） 評価 評価理由 

【施設の経営方針に関する事項】 

施設の現状に対する考え方及び将来展望 

・施設の設置目的等を踏まえ、本市の文化芸術の振興や人々の交流促進、都市の魅力向上につながる展望が示されている。(確認事項 7) 

・明確な目標設定がなされ、達成に向けた方策が提案されている。(確認事項 8) 

 ・目標来館者数を達成できているか。(令和 3 年度の設定数はお

およそ 17万 5千人)(確認事項 7・8) 
4 緊急事態宣言中のオープンであったが、目標来館者数を超える人数を達成している。 

 
・多彩で豊富な事業を年間 100 本程度（令和 3 年度は年間

50 本程度）実施し、事業参加者人数おおよそ年間 5万人以上

を達成できているか。(確認事項 7・8) 

4 魅力的な事業を数多く展開し、約 7 カ月で目標に近い事業参加人数を確保している。 

 ・舞台利用相談会を年 4 回程度以上開催し、舞台利用個別コ

ンサルティングを年 2 団体程度実施できているか。(確認事項 7・

8) 

３  

 ・利用者の安心・満足に配慮した窓口対応を行い、利用者の窓

口対応への満足度おおよそ 90％を達成できているか。(確認事項

7・8) 

４ センターにおいて実施されたアンケート調査結果から達成できている。 

・本館と別館を一体管理することで人・もの・情報を効率的に運用

できているか。(確認事項 7・8) 
3  

施設運営に関する計画(文化芸術事業の提案) 

 ・幅広い分野で質の高い鑑賞事業が提案されており、世代を問わず多くの市民等に魅力的な内容となっている。(確認事項 9) 

・市独自の良質な音楽事業や舞台芸術作品の制作が提案されている。(確認事項 10) 

・若手アーティストの育成や次世代育成事業の提案がされている。(確認事項 11) 

・文化芸術をツールとした自己表現したり、孤立しやすい立場の人たちが社会とつながるきっかけを得ることができるような社会包摂事業が提案されている。(確認事項 12) 

・諸室(別館施設を含む)や広場を活用して、広がりのある事業展開が提案されている。(確認事項 13) 

・実施事業の性質に偏りがなく、バランスよく提案されており、収益のバランスにも配慮した事業配分がなされている。(確認事項 14) 

・市民総合文化祭や美術関連業務等の共催事業に対して協力する姿勢がみられる。(確認事項 15) 

・地域や事業者等と連携し、センターやまちの魅力を高めることができる取り組みが提案されている。(確認事項 16) 

 

・鑑賞事業について、上質かつ、魅力あふれる多彩な文化芸術事

業の実施ができているか。(確認事項 9) 
4 音楽・演劇・伝統芸能等の分野で幅広い事業展開を実施していた。また、市民が幅広い文化芸術を鑑

賞できる機会の提供や、鑑賞しやすい価格設定を行えていた。 

 
・創造発信事業について、プロと市民の協働による枚方オリジナル

事業を市内外に発信できているか。(確認事項 10) 
4 創造発信事業として、公募で選ばれた市民(80 人)をはじめとする参加者と、ワークショップ(31 回)を重

ね、コロナ禍の中、プロと市民で創作し、「枚方シティオペラ」を開催した。 

 

・若手支援・次世代育成型事業について、若手アーティストと専門

人材の活動支援と育成ができているか。(確認事項 11) 
3  

 

・社会包摂事業・普及事業について、あらゆる市民がつながる文化

事業の推進ができているか。(確認事項 12) 
3  

 

・諸室活用事業について、各諸室の機能を最大限活用し、魅力

的な事業を推進できているか。(確認事項 13) 
3  

 

 ・市民総合文化祭や美術関連業務等の共催事業について、専門

職員による市民の文化活動の支援ができているか。(確認事項

15) 

4 今まで実施が困難であった公募選抜美術工芸展(枚方市展)において、公募、審査、展示を滞りなく実
施した。 

 ・地域連携事業について、センターが枚方市のハブとなり、まちにひ

ろがる文化芸術事業を展開できているか。(確認事項 16) 
3  

施設の貸出に関する業務の提案 
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・施設を利用して文化芸術活動を行うための専門的な相談(舞台・広報等)を受け、適切に助言するための体制が提案されている。(確認事項 17) 

・施設の利用促進に向けたより効果的で実現性の高い提案がなされている。(確認事項 18) 

・利用者に対する接遇対応向上について提案されている。(確認事項 19) 

・利用者が安全に利用できるよう施設内で発生するトラブル対応方法等について提案されている。(確認事項 20) 

・セルフモニタリング及び市民利用者ニーズを把握する仕組について提案されている。(確認事項 21) 

 ・枚方市総合文化芸術センター条例、同条例施行規則に基づ

き、施設利用の考え方とルールを整備し、利用者との共有が図れ

ているか。(確認事項 17・18・19・20・21) 

3  

 ・市民をはじめ、多くの利用者が「利用したくなる」施設を目指し、

貸出を促進する取り組みを図れているか。(確認事項 17・18・

19・20・21) 

4 センターのホームページについて、知りたい情報によりアクセスしやすいよう改修を行うなど、施設の貸出を促
進する姿勢がみられた。 

 ・利便性向上のために利用者目線に立ったサービスを提案できてい

るか。(確認事項 17・18・19・20・21) 
3  

 ・一人ひとりの声に寄り添うサービスマインド、正確でわかりやすい情

報提供等の実現により、利用者が気持ちよく過ごせる接遇を行って

いるか。また、職員の接遇力を高める取り組みを図れているか。(確

認事項 17・18・19・20・21) 

3  

 ・大小ホールや美術ギャラリー等、多様な施設の利用中にトラブル

を発生させないように、未然防止を前提に対応できているか。(確

認事項 17・18・19・20・21) 
3  

 ・各種モニタリングを実施し、利用者ニーズやサービス品質を確認

し、改善と改良を行っているか。(確認事項 17・18・19・20・21) 
3  

施設運営に関する提案 

・利用者の開拓や訴求力の高い広報宣伝活動など、多角的で効果的な方策を戦略的に展開する提案になっている。(確認事項 22) 

・鑑賞者会員制度を作り、会員増加に対する工夫が提案されている。(確認事項 23) 

・「チケット販売業務」について、提案内容に創意工夫がみられる。(確認事項 24) 

 ・センターに求められる情報発信手段を多角的に整え、「必要なと

きに必要な情報が手に入る」宣伝広報を行えているか。(確認事項

22・23・24) 

3  

 ・新しい施設であることから、センターの特長や魅力を積極的に発

信し、「知ってもらう→来てもらう→利用してもらう」を推進し、セン

ターの利用者を増やせているか。(確認事項 22・23・24) 

4 センターの魅力発信を行うための、ひとつの手段である先行予約会員数について目標数を大幅に超えると
ともに、事業等の情報発信を行えていた。 

カフェ等運営業務の提案 

・「カフェ等運営業務」が魅力的かつ持続可能な内容で、施設や地域の賑わいに寄与する提案となっている。(確認事項 25) 

 ・施設前広場で、地域住民等が交流し、街への愛着へとつながる

賑わい事業を提案できているか。(確認事項 25) 
3  

【施設の管理に関する事項】 

安全性の確保 

・施設等の長寿命化を念頭に、物理的・社会的劣化等を踏まえた取扱い方針並びに利用者の安全確保、事故防止策について具体的に提案されている。(確認事項 26) 

・建築設備全般に係る点検・保守を適切に実施し、機能保全・利用者への安全、快適な環境が提案されている。(確認事項 27) 

・来館者が安全に過ごせるような警備体制が提案され、大規模イベント時の対応や、駐車場の警備について優れた提案がある。(確認事項 28) 

 ・施設の安全確保に関する基本的な考え方として、利用者の安全

確保と事故防止を徹底し、安全・安心・快適な環境を提供できて

いるか。(確認事項 26・27・28) 

3  

 ・施設の安全確保に関する基本的な考え方として、関係法令、仕

様書等を遵守し、正しく、最適な施設管理を行っているか。(確認

事項 26・27・28) 

3  

 ・施設の安全確保に関する基本的な考え方として、ＩＴシステム

や各種のチェック機能を活用し、効果的に施設管理業務を行えて

いるか。(確認事項 26・27・28) 

3  

 ・定期点検について、適切な間隔で実施し、不具合発生箇所を早

期発見し、重要な機器故障を未然に防げているか。(確認事項

26・27・28) 

3  

 ・設備・機構等の利用頻度の実状と保守メンテナンス回数は、総

合的に勘案し、必要に応じて保守メンテナンス回数の見直しを図

り、安全確保に努めているか。(確認事項 26・27・28) 

3  
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 ・保守作業の計画化にあたっては利用者への影響を最小限に留め

られるよう、メンテナンス業者と調整し、可能な作業は同時に行って

いるか。(確認事項 26・27・28) 

3  

職員の適正配置 

・事業を遂行するために各業務に専門性がある人材が配置されている。(確認事項 29) 

・給与等の雇用条件が適正で、研修制度など育成の視点が盛り込まれている。(確認事項 30) 

・各業務を遂行するために適正な人数が、効率よく配置されている。(確認事項 31) 

 
施設の設置目的を達成するために、枚方市が求める人員体制を

満たし、且つ専門性と経験を有する人材を、募集要項と仕様書に

基づき配置できているか。特に、企画制作グループには適正な必要

数を配置し、多彩な文化芸術事業を効果的に運営できているか。

(確認事項 29・30・31) 

4 年間 100本の事業を実施するにあたり、企画制作グループの人材を手厚くしている。 

環境への配慮 

・環境に配慮した管理運営を目指し、ごみの削減、省エネルギー等具体的に提案されている。(確認事項 32) 

 
・「第 2 次環境基本計画」で掲げる「みんなでつくる、環境を守りは

ぐくむまち 枚方」を理解し、枚方市総合文化芸術センターで省エ

ネ・省資源対策に取り組めているか。(確認事項 32) 

3  

・持続可能な目標(SDGs)の達成にむけて、昨今、世界中でさまざ

まな活動が行われていることを受け、環境を意識した運営を展開で

きているか。(確認事項 32) 

3  

備品管理 

・備品管理に当たり、管理簿の整備及び責任所在について提案されている。(確認事項 33) 

 ・備品維持管理業務に対する基本的な考え方のもと、備品の管

理方法を明確にし、物品管理簿を備えて管理できているか。(確認

事項 33) 

3  

・備品維持管理業務に対する基本的な考え方のもと、ピアノなどの

楽器や舞台備品の維持管理を適切に行えているか。(確認事項

33) 

3  

雇用及び人権 

・障害者法定雇用率が達成されている(申請段階で未達成の場合は、本施設における雇用をはじめ、雇用率が達成できるよう提案されている。(確認事項 34) 

・人権研修及び男女雇用機会均等法に基づくセクシュアル・ハラスメント防止対策について提案されている。(確認事項 35) 

・人材確保の方針として、地元在住者採用の取り組みについて提案している。(確認事項 36) 

 ・「長く働いてもらえるような環境整備」も実施しながら、枚方市内

在住者を中心とした採用を進めているか。(確認事項 36) 
3  

・個人の人権と人格を尊重し、あらゆる差別とハラスメントを排除し

て、公正な処遇がされる職場環境を作る取り組みを行っているか。

(確認事項 35) 

3  

・障害者や高齢者をはじめ、職員それぞれの事情を考慮しながら、

柔軟に働ける環境づくりを行っているか。(確認事項 34) 
2 構成する３社のうち障害者法定雇用率が達成されていない団体があるため。 

【情報公開及び個人情報保護の措置に関する事項】 

個人情報保護体制 

・枚方市個人情報公開条例の目的等を踏まえ、管理運営事業で保有する情報の公開に関する対応が明確に示されている。(確認事項 37) 

・枚方市個人情報保護条例の目的等を踏まえ、個人情報の保護に関する必要な措置について明確に示されている。(確認事項 38) 

 

・市民や地域社会に対し、行政の代行者として、「情報サービスの

拡充」と「運営管理に関する説明義務」を果たしていく必要があると

いう考えのもと、指定管理者自らが情報を提供する「情報提供」と

市民からの求めに応じて情報を開示していく「開示情報」により、総

合的に情報公開を推進できているか。(確認事項 37) 

3  

・個人情報の取扱いとして「個人情報保護法」と共に「枚方市個

人情報保護条例」を遵守し、適正・適切な管理を行っているか。

(確認事項 38) 

3  

・個人情報の保護に関する必要な措置について適切に行えている

か。(確認事項 38) 
3  
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【緊急時における対策に関する事項】 

危機管理体制 

・緊急時・防犯・防災対策の危機管理マニュアル作成等が提案されている。(確認事項 39) 

・緊急事態発生時又は発生が予測される場合における常時連絡可能な体制・方策が提案されている。(確認事項 40) 

・構成員間(本支社間含む)、市との間におけるリスク分担に対する考え方が明確に示され、かつ考え方に対応した分担内容となっている。(確認事項 41) 

 
・危機管理に関する基本的な考え方に基づき、利用者の安全を第

一に、事前の備えを徹底できているか。(確認事項 39・40・41) 
3  

・危機管理に関する基本的な考え方に基づき、枚方市の地域防

災計画等に基づき対応できているか。(確認事項 39・40・41) 
3  

・緊急時や防犯・防災の取り組みとして、危機管理マニュアルの整

備ができているか。(確認事項 39・40・41) 
3  

・緊急時や防犯・防災の取り組みとして、設備監視体制の構築が

できているか。(確認事項 39・40・41) 
3  

・緊急時や防犯・防災の取り組みとして、緊急時体制の構築がで

きているか。(確認事項 39・40・41) 
3  

・緊急時のリスク分担として、枚方市、共同事業体間で業務分担

ができているか。(確認事項 39・40・41) 
3  

・危機への備えとして、防災訓練・CPR(心肺蘇生法)研修・AED

講習会の実施ができているか。(確認事項 39・40・41) 
3  

・保険加入を行っているか。(確認事項 39・40・41) 3  

【その他】 

・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、大阪府、本市条例等に基づき、高齢者や障害者等が円滑に利用できるよう、具体的な対応策について提案されている。

(確認事項 42) 

・市が実施する事業に対する協力やコミュニケーションを活発にする連絡体制等、市と積極的に連携・協力する姿勢が見受けられる。(確認事項 43) 

 

・障害のある方や、ご高齢の方への対応の配慮を行えているか。

(確認事項 42) 
3  
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⑵ 施設の管理運営に関する経費の収支状況（使用料の収入実績を含む） 

以下の表の評価基準により評価を行いました。 

評 価 基 準 

○ 適正である 

△ 一部改善は必要であるが、概ね適正である。 

× 不適正である。 

 

評価項目 所管部署による評価結果 

業務の継続性・安定性に関する事項 評価 評価理由 

・ 収支予算書と比較して収入額が大幅に乖離している場合、その理由

は何か、また、今後安定した収入を得られる見込みがあるか。 
〇 

 

・ 収支予算書と比較して、想定外に多く支出している費目がある場

合、その理由は何か、また、今後、予定外の支出が発生するおそれは

ないか。 

〇 

 

・ 運用資金の借り入れを行っている場合、その理由は何か。 〇 

 

・ 口座管理、つり銭等の現金管理は適正に行われているか。 〇 
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⑶ 募集要項・仕様書記載事項等に関する事項 

以下の表の評価基準により評価を行いました。 

評 価 基 準 

○ 適正に実施されている。 

△ 一部改善は必要であるが、概ね適切に実施されている。 

× 実施されていない。 

 

評価項目 所管部署による評価結果 

指定管理者である団体の財務状況 評価 評価理由 

・ 応募の資格に抵触する事項はないか。 〇 
 

（監査報告書等） 

・ 会計手続きが適正に行われていることが確認できたか。 
〇 

 

（監査報告書等） 

・ 事業の存続に関わる異常事項が指摘されていないか。 
〇 

 

（貸借対照表） 

・ 資産・負債の中に大きな前期比増減がある場合、その理由は適当か。 
〇 

 

（損益計算書等） 

・ 安定した収益をあげられているか。（赤字となっていないか。） 
〇 

 

・ その他、団体の経営に影響する要素はないか。 〇 
 

 

 

▍２ 業務の継続性・安定性                                                                                

以下の表の評価基準により評価を行いました。 

評 価 基 準 

○ 適正である 

△ 一部改善は必要であるが、概ね適正である。 

× 不適正である。 

 

評価項目 所管部署による評価結果 

募集要項・仕様書記載事項等 評価 評価理由 

・ 募集要項３ページに記載している再委託禁止に関する事項を順守しているか。 〇 

 

・ 指定管理業務に伴い発生する経費及び収入を、指定管理者が他の事業等で利用

する口座とは別の口座で管理しているか。 
〇 

 

・ 枚方市個人情報保護条例に基づき個人情報保護に関し必要な措置を講じている

か。 
〇 

 

・ 労働基準法等の労働関係法令を遵守しているか。 〇 

 

・ 職務の執行に対する意見、要望等の記録等に関する条例に基づき記録等の対応

を行っているか。 
〇 

 

・ 指定管理者が業務に伴って作成し、又は受領した文書等に関し、文書管理に関す

る規定等を定め、適正に管理・保存しているか。 
〇 

 

・ 募集要項１２ページに記載している「環境への配慮」が適切に行われているか。 〇 

 

・ 適切な保険に加入しているか。 〇 

 

・ 指定管理者名と設置者としての市の連絡先を施設内に表示するとともに、利用料

金表等に明記しているか。 
〇 

 

・ 募集要項１３ページに記載している障害者差別解消に関する取り組みが行われて

いるか。 
〇 

 

・ 初度調整費について適切に運用を行っているか。(令和 3年度のみ) 〇 
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▍３ 指定管理者自己評価                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▍４ 総合評価                     

令和 3 年度の来館者数は 183,550 人で目標を達成。文化芸術事業は開館後 51 本実施し、事業参加者数は 49,844 人となった。センターの開館により期待される市

の文化芸術の振興や人々の交流促進に繋がる活動を展開し、総じて計画どおりの適正な管理運営を行ったと自己評価する。 

文化芸術事業はクラシック、演劇、伝統芸能等の多種多様な鑑賞公演に加え、「第 1 回枚方市展」や「枚方シティオペラ」といった市民参加型事業にも注力し、枚方市民が

文化芸術に触れる機会を数多く提供した。枚方市として初めて開催した「第 1 回枚方市展」においては、10 代から 90 代までの幅広い年齢層から 406 点の応募を集め、入選

作品 201 点を館内(ギャラリー、イベントホール、創作活動室)に展示した。「枚方シティオペラ」については、一般公募で合唱団員を募り、奥村啓吾氏の演出のもと「カルメン」ハイ

ライトコンサートを成功させた。文化芸術事業のチケット先行予約会員数は年間目標を大きく上回り(12,182 名:3 月末時点)、会員への情報提供をはじめホームページや広報

誌、Twitter等の SNS を効果的に活用した広報を展開し、多数の公演のチケット完売に繋げた。 

本館の一般貸館は 10 月 1 日から開始となり、大ホールや小ホールをはじめとする諸室、ギャラリーの貸出運営を滞りなく実施した。すべての利用者にとって初めて利用する施

設となることから、下見会を通じて施設を見ていただく機会を設けたり、入念な舞台打合せを早めに行うことで、利用者と施設運営側の双方にとって安全･快適に貸出ができるよう

に心がけた。施設の運用については、開館初年度だからこそ頻出する利用方法に対するご意見・ご指摘にも真摯に向きあい、納得を得られる説明や日々改善を重ねて安定稼働

に導いた。別館のリニューアル工事に伴う 10月 1 日～3月 31 日の休館期間は、本館運営と併行しながら、担当所管課との備品の調整、運用に関するルール策定等、4月 1

日からのリニューアルオープンに向けた準備を行った。 

次年度に改善が必要な項目である確認事項７･８においては、抽選会開催時の相談会や、個別の問合せに対する相談は実施していたが、今後は広く利用者が参加できる

ような舞台利用相談会や、個別コンサルティングを実施し、貸館利用者がより安心して施設を利用することができるような環境を整える。また、構成企業の障害者法定雇用率の

未達については、労働者の適正な職業生活に配慮し、雇用保険対象になるように配慮するとともにハローワーク等に採用相談等を行い、雇用率を達成できるように努める(令和

4年度は改善済み)。下半期の総括としては、計画通りの業務遂行ができたと考える。 

 

 

定期モニタリング下半期の実績として、10 月にはセンター本館の貸館が開始され、新型コロナウイルス感染症の影響により施設の利用制限等があったものの、当初から目標

に掲げていたセンター本館と別館を合わせた来館者数や、センターにて実施された事業本数、事業参加者数が目標値を達成されていることを評価する。 

鑑賞事業については、市民の幅広い鑑賞機会の提供や、鑑賞しやすい価格設定を行ったこと、創造発信事業については公募で選ばれた市民をはじめとする参加者たちと

「枚方シティオペラ」を創り上げたこと、共催事業については初めてとなる「公募選抜美術工芸展(枚方市展)」を開催できたことなど、コロナ禍の中でも感染症対策に留意し、市

駅周辺の賑わい作りに貢献した。 

施設運営に関する点においては、施設利用の促進を促すため、ホームページの内容を充実させたことや、先行予約会員の利用者数を大幅に伸ばすなど、センターの魅力発

信を行っていることを評価する。 

上半期のモニタリングの指摘事項であった、一部の利用者の意向に沿った舞台打ち合わせが出来ていなかったことに対し、下半期では改善されつつあるものの、利用者に満足

していただける催事が常態化するよう、さらに利用者目線で業務を遂行していただきたい。また、舞台に関する説明会や相談会については、上半期同様に施設利用者のみに対

するものに留まっているため、2 期目となる令和 4 年度においては、市民をはじめ、多くの利用者が「使用したくなる」施設を目指し、稼働率の向上や利用者満足度の向上に繋

げていただきたい。また、未達成である障害者法定雇用率については、可能な限り早期の達成のため、雇用促進の取り組みを進めていただきたい。 

 

 

◆ 指定管理業務全般に関し自己評価を行い、今後の管理運営事業の対応方法等について記載してください。 

◆ 定期モニタリングにおいて評価結果が１・２・△・×となった項目については、今後の改善方法等について必ず記載してください。 

◆ 指定管理者の自己評価を踏まえ、市としての総合評価内容を記載してください。 

 


